
 

 

 

 

個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定

に関する告示の一部改正 

 

平成20年名古屋市告示第 562 号等の一部を次のように改正します。 

 

令和 8 年 3 月13日 

 

 名古屋市長 広 沢 一 郎 

 

1  平成20年名古屋市告示第 562 号 

表中 

「 

社会福祉法人喜多会         名古屋市熱田区一番二丁目12番20号     

 」 

を 

「 

社会福祉法人ｔｏｍｏｎｉ ｐ

ｌｕｓ             
名古屋市熱田区一番二丁目12番20号     

 」 

に改める。 

2  平成21年名古屋市告示第41号 

表中 

「 

社団法人愛知県シルバー人材セ

ンター連合会         
名古屋市中区三の丸三丁目 2 番 1 号    

 」 

を 

 

 

 

名古屋市告示第93号



 

 

「 

公益社団法人愛知県シルバー人

材センター連合会         
名古屋市中村区竹橋町36番31号      

 」 

に改める。 

3  平成27年名古屋市告示第 542 号 

表中 

「 

特定非営利活動法人つ

くし 

名古屋市守山区守牧町

19番地 

                         」 

「 

特定非営利活動法人つ

くし 

名古屋市守山区西河原

町 122 番地 

                        」 

4  令和 2 年名古屋市告示第 337 号 

表中 

「 

公益社団法人愛知県

看護協会 

名古屋市昭和区円上町 

26番18号 
 を 

                         」 

「 

公益社団法人愛知県

看護協会 

名古屋市北区大曽根三

丁目17番20号 
 に改める。 

                         」 

 

名古屋市財政局税務部税制課 

を  

に改める。 


